
令和５年度 津久見市国民健康保険事業計画

区　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１．収納率向上対策

（１）徴収体制の強化

（２）滞納整理・処分、執行停止

（３）短期被保険者証・資格証明書の交付
国保措置等判定
会議

２．適用適正化対策

（１）適用適正化調査

（２）保険資格重複適用者対策

（３）退職被保険者の把握

（４）居住不明保険者対策 実態調査、消除処
理

実態調査、消除処
理

実態調査、消除処
理

実態調査、消除処
理

（５）適正賦課 所得申告指導 所得申告指導 所得申告指導

３．医療費適正化対策

（１）レセプト点検
強化月間
（重複頻回受診
者）

強化月間
（突合点検）

強化月間
（重複頻回受診
者）

強化月間
（介護との重複）

強化月間
（重複頻回受診
者）

強化月間
（突合点検）

（２）医療費通知 通知 通知 通知 通知 通知 通知

（３）重複・頻回受診、重複服薬の是正

（４）第三者行為求償 強化月間
（対象案件把握）

強化月間
（求償）

強化月間
（対象案件把握）

強化月間
（求償）

（５）後発医薬品の使用促進 通知 通知 通知

（６）柔道整復療養費の適正化 周知 対象者の抽出 通知

４．保健事業

（１）調査・分析

（２）特定健康診査

（３）特定保健指導

（４）生活習慣病重症化予防

（５）糖尿病性腎症重症化予防 事業の実施（随時
症例検討実施）

第１回検討会実施 第２回検討会実施

５．広報啓発

（１）広報紙の活用 健康づくり 納税のお知らせ 保険給付 国保特集号 資格管理
被保険者証の交
付

（２）インターネットの活用

（３）リーフレット等の活用 小冊子の全員配
布

６．保健医療福祉部門との連携

（１）健康増進部門との連携

（２）在宅医療・介護部門との連携

現年課税分集中整理期間 滞納繰越分重点整理期間 現年課税分早期整理期間 年度末集中整理期間

指導

随　　　　時　　　　　　　　※必要に応じて強化月間を設定

毎月末に調査を実施

毎月10日までに国民年金関係一覧表との突合を実施

対象者の抽出 ・指導（通知と訪問）

資格者証発行（８月）・短期被保険者証　随時発行

随時：調査・振替作業

調査・分析

特定健診後の重症化予防訪問

保健指導の実施、評価

庁内連携会議、在宅医療連携会議への参加

健康教室、訪問指導等の連携　・　国保相談員とのミィーティング（毎月1回）

随時更新

窓口や訪問時に配布

健診の実施　・　未受診者への受診勧奨


